
2023 年 6 ⽉ 1 ⽇改定 
 
事業性融資 dayta 規定 
 
新 旧 

第 2 条（事業性融資 dayta の利用条件および商品

概要説明書） 

2.お客さまは、次条の規定に従い本借入れの申込みを

行う前に、当社 WEB サイトにて掲載する「事業性融資 

dayta」の商品概要説明書の内容をご確認いただく必

要があります。 

第 2 条（事業性融資 dayta の利用条件および商品

概要説明書） 

2.本借入れの約定返済日は、毎月末日となります。 

3.お客さまは、次条の規定に従い本借入れの申込みを

行う前に、当社 WEB サイトにて掲載する「事業性融資 

dayta」の商品概要説明書の内容をご確認いただく必

要があります。 

 

第 3 条（借入申込み） 

1.お客さまは、前条第 2 項に定める商品概要説明書

の内容を確認し、また本規定に同意の上、本借入れ

の申込みをします。 

第 3 条（借入申込み） 

1.お客さまは、前条第 3 項に定める商品概要説明書

の内容を確認し、また本規定に同意の上、本借入れ

の申込みをします。 

第 5 条（本債務の返済方法） 

1.お客さまは、元金均等返済方式によって本債務の

返済を行います。本債務の約定返済日は、毎月末日

となります。 

第 5 条（本債務の返済方法） 

1.お客さまは、元金均等返済方式によって本債務の

返済を行います。 

第 15 条（表明保証及び誓約）  

1.お客さまは、当社に対し、本契約が成立した日に

おいて、次の各号に記載された事項が真実に相違な

いことを表明し、保証します。 

①第9条に定める事由又は時間の経過若しくは通知

によりかかる事由が発生することとなる事態が一

切発生していないこと、又その予兆も一切ないこ

と。 

②債務超過、支払不能又は支払停止の状態にはない

こと。お客さまが、本契約の締結又は履行により、

債務超過、支払不能又は支払停止の状態に陥るもの

ではなく、またそのおそれも一切ないこと。 

③支払期限の到来しているお客さまの債務一切（公

租公課及び当社以外の者に対する債務を含む。）を

全て支払済みであり、延滞している債務は一切ない

こと。 

④本契約の債務について契約どおりに返済が可能

であること。 

⑤資金繰りについて本契約による債務を考慮して

も、資金不足となる懸念が一切ないこと。 

⑥弁護士等と債務整理に向けた取組を現在、何ら一

第 15 条（表明保証及び誓約） 

1.お客さまは、当社に対し、本契約が成立した日に

おいて、次の各号に記載された事項が真実に相違な

いことを表明し、保証します。 

①お客さまにつき、第 9 条に定める事由又は時間の

経過若しくは通知によりかかる事由が発生するこ

ととなる事態が発生していないこと。 

②お客さまが、債務超過、支払不能又は支払停止の

状態にはないこと。お客さまが、本契約の締結又は

履行により、債務超過、支払不能又は支払停止の状

態に陥るものではなく、お客さまの知る限り、また

そのおそれもないこと。 

③お客さまが、支払期限の到来しているお客さまの

債務一切（公租公課及び当社以外の者に対する債務

を含む。）を全て支払済みであり、延滞している債務

はないこと。 

2.お客さまは、前項の規定に反して前項各号に定め

る内容が真実又は正確でないことが判明した場合、

直ちに当社に対してその旨を書面により通知する

ものとし、また、これによって当社に生じた損害、

損失及び費用の一切を当社に対して補償するもの



切も計画しておらず、またその予定もないこと。 

⑦代表者さま自身の財政状態に問題がないこと。又

は、代表者について第 6 号に定める事情が存在しな

いこと。 

2.お客さまは、前項の規定に反して前項各号に定め

る内容が真実又は正確でないことが判明した場合、

直ちに当社に対してその旨を書面により通知する

ものとし、また、これによって当社に生じた損害、

損失及び費用の一切を当社に対していかなる場合

についても必ず補償するものとします。 

とします。 

 


